
お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577

令和２年 ８月２０日（木）第６４３号

ご意見は
こちらまで

▲防護柵設置状況（カーブ区間）

青森河川国道事務所管内の自動車専用道路の中央分離帯に対向車線へのはみ出し防止
のため、ワイヤロープ式防護柵を設置しております。
車両の車線逸脱による重大事故は減少しましたが、交通量増加に伴い、中央分離帯

（ワイヤロープ）への車両接触事故は増加傾向にあります。
交通ルールを守り、安全運転をお願いいたします。

ワイヤロープ接触事故の発生状況
津軽自動車道でR1年7月～R2年

7月に発生した事故の発生状況及
び要因は以下のとおりです。
事故の傾向としては、「緩や

かなカーブ区間」での接触事故
が多くなっています。
また、事故原因としては「脇

見運転」「前方不注意」による
事故が全体の約６割を占めてい
ます。

～E45八戸・久慈自動車道・E64津軽自動車道～
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